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対外関係 
 ここでは、EU の対外関係のすべてではなく、「EU 法」の観点から重要な問題に絞っ

て扱う。 
 
I. 歴史的概観 
 EEC 設立条約は、EEC が第三国と通商条約（113 条（TFEU 207 条））および連合条約

（238 条（TFEU217 条））1を締結できることを定めていた。さらに、EEC が法人格を有す

ることについても明文規定を置いていた（210 条（TFEU 47 条））。構成国が EEC に一定の

権限を移譲するのであれば、EECに移譲された権限についてはEECが第三国と交渉し、

必要であれば条約 2を締結するのは必然である。問題は、EEC が条約を締結できる範囲

である。 
 最初にその問題を扱ったのは、1971 年の AETR 事件判決（判例集〔第 2 版〕38）で

ある。裁判所は、EEC が条約を締結できるのは EEC 設立条約に明示されている場合に

限定されないとし（黙示的権限理論）、具体的には、EEC が派生法を採択する場合には当

該事項に関する権限はEECに移譲され、したがってそれら派生法に影響する条約をEEC
構成国が第三国と締結することはできなくなる、と判示した。 
 政治面でも、同じ時期に対外関係について新しい動きが見られた。防衛共同体構想が

頓挫して ECSC/EEC/Euratom（EC）が設立されたという経緯もあり、EC には外交政策

に関する権限は基本的に与えられていなかったが、ヨーロッパ統合に消極的であった仏

ドゴール大統領の退陣と西独でのブラント首相の就任に伴い 3、EC 構成国首脳会談が

1969 年 12 月にハーグで開かれ、そこで採択されたコミュニケにおいて「政治的統合」

が掲げられ（パラ 15）、これを受けた翌年の外相会談において、情報交換・立場の調整・

共同行動のために半年ごと 4の外相会談が定例化されることになった（外相会談で採択さ

れた報告書 Part Two）。この協力枠組みはヨーロッパ政治協力（European Political Cooperation: 

 
1 連合条約とは、当初は構成国の植民地であって EEC の地理的対象範囲から除外されるものと

EEC との関係を定めるために締結される条約（EEC 設立条約 131 条（TFEU 198 条））のことで

あった。その後、EEC (EC) / EU 加盟を目指す第三国との間で、その前段階として締結される条

約（例、ギリシャとの連合条約）も含まれるようになった。 

2 EU 法において、treaty という語は特殊な意味を持つことに注意が必要である。国際法上、拘

束力を持つ合意は総称として treaty と呼ばれるが、個々の合意の具体的名称には、treaty のほか

convention, pact, covenant, agreement, accord, exchange of notes など、さまざまなものがある（条約

法条約 2 条 1 項(a)）。これに対し、EU 法では、treaty は常に基本条約（EEC 設立条約、TEU、

TFEU など）を指し、それ以外の国際法上の合意は international agreements と呼ばれる。たとえ

ば、EUR-Lex のページ左下 EU law の項目を参照されたい。 

3 益田実・山本健（編）『欧州統合史』（ミネルヴァ書房、2019 年）168-169 頁。 

4 1973 年には四半期ごととされた。Second report on European political cooperation on Foreign 
Policy (Copenhagen, 23 July 1973), Part II, 1. 

https://www.cvce.eu/obj/final_communique_of_the_hague_summit_2_december_1969-en-33078789-8030-49c8-b4e0-15d053834507.html
http://aei.pitt.edu/4543/1/epc_first_report_oct_1970.pdf
http://aei.pitt.edu/4543/1/epc_first_report_oct_1970.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:21963A0218(01)
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB07244213
https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/8b935ae1-0a38-42d4-a97e-088c63d54b6f/publishable_en.pdf
https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/8b935ae1-0a38-42d4-a97e-088c63d54b6f/publishable_en.pdf
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EPC）と呼ばれている。EPC 創設の動機としては、ヨーロッパ統合を進展させることと

並んで、デタントの中で西ドイツが東側になびかないように西側に閉じ込めておくこと

があったと言われている 5。 
 EPC は EC 設立条約に根拠をおかず、共同体とは別個の活動とされてきた。しかし、

石油ショックを経て経済と政治との峻別が一層困難となり、1974 年の ECs 首脳会議コ

ミュニケでは EC と EPC とに「一貫性（consistency）」を持たせることとされた（PDF3

枚目、パラ 2-3）。そして、1975 年の首脳会議から「ヨーロッパ理事会」の名称が使われ

るようになる（PDF9 枚目）。そして、1983 年にヨーロッパ理事会が採択した Solemn 
Declaration on European Union において、ヨーロッパ理事会が EPC と EC との両方につ

き「一般的な政治指針（general political guidelines）」を示すとされた（パラ 2.1.2）。そし

て、EPC およびヨーロッパ理事会はヨーロッパ単一議定書により条約上の根拠を持つよ

うになる（2 条、30 条）。しかし、裁判所の管轄権は EPC に及ばないものとされた（31

条）。 
 1980 年代末から 1990 年代初めにかけて、冷戦崩壊・ドイツ統一・湾岸戦争・ユーゴ

内戦と、外交・安全保障分野における重大な問題が続発した。それを受けて、マースト

リヒト条約で EU の三本柱の一つとして共通外交安全保障政策（Common Foreign and 
Security Policy: CFSP）が創設された。しかし、このことは即ち CFSP は共同体とは別個

の活動とするとされたということであり、多数決や裁判所の管轄など共同体的手法は

CFSP については採られていない。その後、リスボン条約により列柱構造は外見上消滅

したが、CFSP について従来の政府間的構造が残ったままであることは第 1 回・第 2 回・

第 5 回講義で説明したとおりである。 
 
II. 条約締結権限・手続 
 上記のとおり EEC の時代から条約締結権限に関する明文規定が置かれており、現在

の TFEU では 216 条に EU の条約締結権限が明示されている。同条 1 項には、上記 AETR
判決以来認められている黙示的権限についても明示されている。 
 条約締結手続は TFEU 218 条に定められている（通商関連条約については 207 条 3 項以

下により、通貨関連条約については 219 条により、それぞれ修正された手続となる）。218 条に

ついて注意すべきは、議会の承認を要する（＝議会が拒否権を有する）こと（同条 6 項(a)）
6、および、裁判所による TEU/TFEU との適合性審査があり得ること（同条 11 項）であ

る。裁判所に求められるのは「意見（opinion）」であるが、国際司法裁判所の勧告的意

 
5 遠藤乾（編）『ヨーロッパ統合史〔第二版〕』（名古屋大学出版会、2024 年）194-195 頁。 

6 議会は、2012 年には偽造品防止条約（ACTA）の承認を拒否し、日本を含む多くの国に衝撃

を与えた。また、2021 年 5 月には EU 中国投資条約を承認することを当面拒否するとの決議

（パラ 10）を採択している（ロイターの記事）。 

http://aei.pitt.edu/1459/1/Paris_1974.pdf
http://aei.pitt.edu/1459/1/Paris_1974.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/20440/1975_march_dublin__eng_.pdf
http://aei.pitt.edu/1788/1/stuttgart_declaration_1983.pdf
http://aei.pitt.edu/1788/1/stuttgart_declaration_1983.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:1987:169:TOC
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB08767839
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ipr/acta.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20120703IPR48247/european-parliament-rejects-acta
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2541
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0255_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0255_EN.html
https://jp.reuters.com/article/eu-china-idJPKCN2D12VP
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見（advisory opinion）のようなものと勘違いしてはならないことは、11 項をよく読めば

わかるだろう。この意見の例が、前回見た【判例集 39】であり、以下に見る【判例集 36】
である。なお、誰が条約に署名するかは、218 条 5 項に基づき理事会が決定する（例、

理事会決定 2018/966）。 
 EU が第三国と条約関係に入る（TFEU 218 条）場合、当該条約が扱っている事項が EU
の排他的権限内にある場合、EU 構成国は当該条約当事国とはならず、EU のみが当事者

となる。たとえば、上記の「共通漁業政策に基づく海洋生物資源の保護」との関連で、

EU は少なからぬ地域的漁業機構の当事者になっている。例として、日本も当事国であ

る大西洋まぐろ保存条約を見てみよう。リンク先からダウンロードできる同条約文（条

約採択時の条文）の 14 条 1 項を見ると、any Government which is a Member of the United 
Nations or of any Specialized Agency of the United Nations が条約当事国となることができ

ることがわかる。同条約により設立された大西洋まぐろ保存国際委員会のウェブサイト

から Basic texts を見てみると、この条約は 1966 年にリオデジャネイロで開かれた会議

の最終議定書（PDF の 3-4 頁）の附属書であること、その最終議定書の署名国リスト（同

4 頁）には European Economic Community の名がないことに気がつく。他方、現時点での

条約当事者リストを見ると、EU が当事者に含まれている。これが可能になった理由は、

上記 Basic texts の 5 頁以下に掲載されている原稿の大西洋まぐろ保存條約 14 条を見る

とわかる。まず、Article XIV に注がついており、1997 年に改正されたことが示されて

いる。そして、改正後の 14 条には 4 項が加わっていることに気がつく。 
 さらに、上記最終議定書署名国リストを再度見てみると、当時 EEC 構成国であった

フランス、後に構成国となるポルトガル・スペイン・イギリスが含まれていることがわ

かる。その一方で、現時点での条約当事者リスト（上記）を改めて見てみると、ポルト

ガル・スペインがなく、フランスはかっこ付きで含まれている。European Community7が

同条約当事国となった直後の 1997 年委員会報告書を見ると、1 頁の Contracting Parties
リストのフランスとイギリスにアステリスクが付いており、ページの下の方にその意味

の説明がある。これがフランスの「かっこ付き」の理由である。TFEU 198 条～203 条が

EU 側の関連規定であり、それが適用される領域は、198 条に言及されている Annex II
に列挙されている。Brexit 後、イギリスは 2020 年に改めて同条約当事国となっている。 
 最近、第三国との条約関係で EU の排他的権限内にあるかどうかが問題となっている

のが、EU が交渉を進めている自由貿易協定である。もし、それら FTA/EPA が EU 排他

的権限事項のみならず共有権限（TFEU 4 条）事項をも扱っている場合、EU も構成国も

当該事項について権限を有するため、EU に加えて全構成国も当該 FTA/EPA の当事者と

ならなければならない（このような条約を「混合条約（mixed agreements）」と呼ぶ）。この場

合、どこか一つの構成国だけでも条約への参加を拒否すると当該条約は成立しなくなる。

 
7 漁業の問題なので、ECSC も Euratom も関係なく、ここでは European Economic Community の

ことである。 

http://data.europa.eu/eli/dec/2018/966/oj
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo_en
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S44-0005.pdf
http://www.iccat.int/en/
http://www.iccat.int/en/
http://www.iccat.int/Documents/Commission/BasicTexts.pdf
https://www.iccat.int/en/contracting.html
https://www.iccat.int/en/contracting.html
https://www.iccat.int/Documents/BienRep/REP_EN_96-97_II_1.pdf
https://circabc.europa.eu/rest/download/a7aab8e0-085d-4e36-826f-cbe8e913cf13?ticket=
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この問題についての判断を示したのが【判例集 36】の意見である。この意見を受けて、

EU がその後交渉・締結している FTA/EPA は、ベトナムとの条約に見られるように、通

商（Free Trade Agreement）と投資（Investment Protection Agreement）とを分けてそれぞれ独立

した条約とするようになっている。なお、日・EU EPA は投資紛争処理手続における対

立が解消されず、その部分を除いて条約締結に至ったため、結果的に EU 単独の条約と

なっている。 
 
III. EU による国際機構への参加 
 TEU 34 条は、EU 構成国が国際機構に参加する場合の協力義務について定めている。

より直接的に EU 自身が国際機構に参加することについては、当該国際機構が EU のよ

うな国際機構に構成員としての参加を認めることが必要である（例、上記大西洋まぐろ保

存条約〔改正後〕14 条 4 項）。EU を構成員として受け入れている国際機構は、WTO（WTO

設立条約 12 条）や FAO（FAO 憲章 2 条 3 項・4 項）、さらには ITLOS や ISA（国連海洋法条

約 305 条 1 項(f)、附属書 IX〔条約当事者表〕）8など、珍しくない。大西洋まぐろ保存委員会

では EU のみが構成員となっているのに対し、WTO などでは EU も EU 構成国も当該国

際機構の構成員となっている。その違いは何に起因するのか、考えてみよう。 
 他方で、EU にオブザーバーのような形で参加することを認めつつも正式の構成員と

しては受け入れていない国際機構の典型例は国連（国連憲章 4 条、国連総会決議 3208(XXIX)、

国連総会決議 65/276）である。また、TFEU 220 条には、国連のほか、COE、OSCE、OECD
と協力することが明記されている。「協力（cooperation）」としか書かれていないので、

これら国際機構の構成員となることが想定されているわけではない。 
 上記を踏まえて、EU はどのような国際機構の構成員となり、ならないのか、考えて

みよう。 
 なお、EU も EU 構成国も構成員となる国際機構においては、投票権が問題となる。

通常は、WTO 設立協定 9 条 1 項のような対応がなされる。現時点でのおそらく唯一の

例外は Advisory Centre for WTO Law であり、同センター設立条約 4 条（あるいは同条約

の他の規定）を見ても特段の対応はなされておらず、EU 構成国に加えて EU も投票権を

有することになっている。ただし、2025 年 11 月現在、EU は同センターに参加してい

ない（参加国表。Developed Countries タブをクリック）。 
 
IV. EU を対外的に代表するのは誰か 
 上記の条約締結交渉の場合（理事会の授権に基づき、委員会が EU を代表して交渉。EEC 設

立条約 113 条 3 項、TFEU218 条 3 項 9）を除き、EU/EC を対外的に代表するのが誰であるか

 
8 高林秀雄『国連海洋法条約の成果と課題』（東信堂、1996 年）［第八章 EU の海洋法条約への

参加］。 

9 同項には委員会が交渉すると明示されていないが、委員会（CFSP に関する場合は外項上級代

https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/viet-nam/eu-viet-nam-agreements/texts-agreements_en
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page6_000042.html
https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/european_communities_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/marag_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/marag_e.htm
https://www.fao.org/europeanunion/en
https://www.fao.org/4/K8024E/K8024E.pdf
https://www.itlos.org/en/main/latest-news/
https://isa.org.jm/member-states/
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://digitallibrary.un.org/record/189830?ln=en
https://undocs.org/a/res/65/276
https://www.coe.int/en/web/portal/european-union
https://www.osce.org/partnerships/european-union
https://www.oecd.org/en/countries/european-union.html
https://www.oecd.org/en/countries/european-union.html
https://www.acwl.ch/acwl-mission/
https://www.acwl.ch/wp-content/uploads/agreement_estab_acwl.pdf
https://www.acwl.ch/members-introduction/
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW86305539
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ははっきりせず、委員会委員長と半年ごとに変わる理事会議長とが対外的代表として機

能していた。リスボン条約は、先に述べたように、EU の「顔」としてヨーロッパ理事会

常任理事長職を設置したが、それでもなお EU を対外的に代表するのが誰かははっきり

せず、むしろ混迷の度が深まったとさえ言える状況にある。 
 まず、ヨーロッパ理事会常任議長は、CFSP に関し、外交安全保障政策上級代表の権限

を害さない範囲において EU を対外的に代表する（TEU 15 条 6 項）10。 
 外交安全保障上級代表は、EU の対外関係の調整を行い（TEU 18 条 4 項）、CFSP に関し

て EU を対外的に代表し（同 27 条 2 項）、「ヨーロッパ対外行動庁 European External Action 
Service (EEAS)」の補佐を受け（同条 3 項）、第三国には上級代表が統括する「EU 代表部」

が設置される（TFEU 221 条）11。条文を見る限り、ヨーロッパ理事会常任議長と外交安全

保障上級代表との間の権限配分は極めて不明確である。実際には、常任議長が国家元首

級の扱いを受けるのに対し、上級代表は閣僚級（外務大臣相当）の待遇を受けるため、首

脳級会合であれば常任議長が、閣僚級会合であれば上級代表が、それぞれ EU を代表し

て出席することになる。 
 委員会（委員長）は、CFSP を除き、EU を対外的に代表する（TEU 17 条 1 項）。しか

し、ヨーロッパ理事会は上記の通り EU の最高レベルでの政策方針決定を行うため、結

局のところヨーロッパ理事会常任議長は EU の活動のあらゆる場面に関与することにな

る。したがって、委員長と常任理事長との間の権限配分は常に問題になる。 
 輪番の EU 理事会議長は、対外的代表権を持たない。しかし、CFSP 以外の事項につい

て理事会が大きな決定権を握っているため、実質的に対外的にも発言権を維持する可能

性が考えられ、実際、そのような例は少なくない。 
 さらに、議会の議長 12も、また、ユーロ圏に関してはユーロ・グループの長 13も、金

融については ECB 総裁も、一定の対外発言権を持つ。加えて、フランス大統領とドイ

ツ首相とが合意すればその通りに EU が動いていく様子も見え、実際のところ、EU と

話を付けたければ誰に声をかければいいのか、未だよく判らない状況にある。 
 具体例をみてみよう。2012 年 12 月 10 日のノーベル平和賞授賞式では、ヨーロッパ

 
表）が交渉することが想定されている。通商条約の場合は委員会が交渉することが TFEU 207
条 3 項に明示されている 

10 国連総会決議 65/276（2011 年）により、国連総会において EU が発言をすることができるよ

うになった（投票権は持たない）。これまでは、EU 理事会議長国が EU の代表として発言する

にとどまっていた。2011 年 9 月 22 日の国連総会では、van Rompuy ヨーロッパ理事会常任議長

が EU 代表としての初めての演説を行っている。 

11 例、駐日 EU 代表部。欧州共同体委員会代表部の設置及び特権・免除協定に基づき、外交上

の特権免除を有する。 

12 外務省「欧州連合（EU）概況」の「要人往来」参照。 

13 財務省「7 か国財務大臣・中央銀行総裁会議（G7）」 

http://www.eeas.europa.eu/
http://www.eeas.europa.eu/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/ep/page6_000489.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_en
https://www.consilium.europa.eu/en/eurogroup/president/
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/html/cvlagarde.en.html
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/award-video.html
http://undocs.org/a/res/65/276
https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan_ja?s=169
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S49-1077.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/data.html
https://www.mof.go.jp/international_policy/convention/g7/index.htm
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理事会常任議長・委員長・議会議長の 3 名が賞状とメダルとを受領した。日 EU 定期首

脳会議では、日本側は首相、EU 側はヨーロッパ理事会常任議長と委員長とがそれぞれ

を代表する 14。2021 年 4 月の「ソファー事件（sofagate）」は、トルコによる女性差別と

いう観点から語られがちであるが、EU を代表するのが誰かについての混乱あるいは対

立を示す例とも言える（議会での質問・委員会答弁）。 
 より深刻な問題は、2023 年 10 月のハマスによるイスラエル攻撃およびその後のイス

ラエルの反撃をめぐって生じた。以下の流れを見て、どういう問題が生じたのかを考え

てみよう（いずれも 2023 年）。 
 10 月 7 日 ハマス、ガザからイスラエルを攻撃 

 10 月 10 日 外交安全保障上級代表、外務理事会非公式会合を招集 

 非公式会合後記者会見 ハマスを非難し、イスラエルの自衛権を認めつつ、イス

ラエルの自衛権行使は国際人道法に従ってなされるべき。イスラエルの決定には

国際法に反するものがある。 

 10 月 13 日 委員長と議会議長、イスラエルを訪問 

 委員長声明 ハマスによる「戦争行為」批判、イスラエルに自衛権 

 10 月 14 日 委員会声明 

 イスラエル自衛権行使は国際法に従う必要 

 10 月 14 日 ヨーロッパ理事会常任議長臨時会合招集 

 ヨーロッパ理事会で「共通の立場」を決めるべき 

 10 月 15 日 外交安全保障上級代表記者会見 

 “the common foreign policy of the European Union is an intergovernmental policy, it’s not 

a community policy” 

 10 月 15 日 ヨーロッパ理事会構成員声明 

 イスラエル自衛権行使は国際法に従う必要。2 か国方式堅持。 

 
 EU が国際裁判の当事者になる場合はどの機関が EU を代表するか。たとえば、EU は

国連海洋法条約の当事者である 15ため、国際海洋法裁判所における訴訟当事者となった

り、勧告的意見手続で意見を述べたりしている。また、WTO 協定の当事者でもある 16

 
14 ただし、ソファー事件によりヨーロッパ理事会常任議長と委員長との関係が悪化し、それ以

降の日・EU 首脳会談は、日本首相とヨーロッパ理事会常任議長、日本首相と委員長、という

ように、別々に開かれている。 

15 国連海洋法条約 305 条 1 項(f)および附属書 9 による。条約に拘束される意思表示をした時点

（1998 年）では European Community であった。海洋に関する権限は ECSC や Euratom は有し

ていないので、European Economic Community のことである。リスボン条約発効に伴い、現在で

は European Union の名称に変更されている。 

16 WTO 設立協定 11 条 1 項による。ここでは ECSC や Euratom も関係してくるので、European 
Communities となっている。現在は、WTO 内でも European Union と呼ばれている。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/ep/page6_000563.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/ep/page6_000563.html
https://www.afpbb.com/articles/-/3341007
https://www.politico.eu/article/sofagate-turkey-sofa-ursula-von-der-leyen-recep-tayyip-erdogan-charles-michel-it-happened-because-i-am-a-woman/
https://www.politico.eu/article/sofagate-turkey-sofa-ursula-von-der-leyen-recep-tayyip-erdogan-charles-michel-it-happened-because-i-am-a-woman/
https://www.politico.eu/article/battle-in-the-bubble-ursula-von-der-leyen-and-charles-michel-clash-for-presidential-primacy/
https://www.politico.eu/article/battle-in-the-bubble-ursula-von-der-leyen-and-charles-michel-clash-for-presidential-primacy/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002018_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002018-ASW_EN.html
https://www.eeas.europa.eu/eeas/israelgaza-press-remarks-high-representative-josep-borrell-after-informal-meeting-eu-foreign-affairs_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_4954
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_4987
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5001
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/10/14/invitation-letter-by-president-charles-michel-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-video-conference-of-17-october-2023/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/china-press-remarks-high-representative-josep-borrell-after-concluding-his-visit-country_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/10/15/statement-agreed-by-the-27-members-of-the-european-council-on-the-situation-in-the-middle-east/
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-7/
https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-21/
https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/european_communities_e.htm
https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/ep/pageit_000001_00029.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/ep/pageit_000001_00030.html
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part17.htm
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/annex9.htm
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1998/CN.143.1998-Eng.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1998/CN.143.1998-Eng.pdf
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm
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ため、WTO 紛争処理機関における紛争処理手続においても頻繁に当事者となっている。 
 WTO 紛争処理手続については委員会が EU を代表することでほぼ争いがないが、国

際海洋法裁判所については争いが生じ、理事会が委員会を相手に EU 裁判所に訴えた。

EU 裁判所（Council v. Commission, C-73/14, Judgment, 6 October 2015）は、TFEU 335 条は EU
構成国国内裁判所においては委員会が EU を代表すると定めているところ、これは、国

内裁判所であるかどうかに限らず司法手続においては委員会がEUを代表するという一

般原則の現れであるとして、その一般原則に基づいて、国際海洋法裁判所においても委

員会が EU を代表すると判断した（パラ 58-59）。さらに、理事会は、TFEU 218 条 9 項を

援用し、そうであったとしても委員会は理事会の同意なしに国際海洋法裁判所で意見を

述べることはできないと主張したが、EU 裁判所は、国際海洋法裁判所などの裁判機関

の場合、当該機関の立場の決定に EU は関与しない（勧告的意見を採択するのは裁判所〔裁

判官〕であって、勧告的意見採択に際して EU が投票するわけではない）ため、委員会は理事

会の同意なしに意見を述べることができるとした（パラ 66-67）。 
 
V. 国際法上の義務との関係――国連安保理による制裁措置の場合 
 EU 構成国が EU に一定の権限を移譲していることから、EU 構成国が負う国際法上の

義務を EU を通じて履行しなければならなくなることがある。その典型例は【判例集 38】
で扱われている国連安全保障理事会による制裁措置である。 
 安保理は非軍事的措置を国連憲章 41 条に基づいて執ることができ、その場合の安保

理の「決定」は国連加盟国を法的に拘束する（国連憲章 25 条）。EU 自身は国連に加盟し

ていない（＝国連憲章の当事者でない）が、EU 構成国はすべて加盟国であり、国連憲章 48
条 2 項に基づき、EU を通じて安保理の決定を実施する義務を負う。EU は、上記の理由

から国連憲章に基づく義務を負うわけではないが、TEU 3 条 5 項および 21 条 1 項・2 項

(c)に基づき、国連憲章を尊重して行動しなければならないことを EU 法上定めている。

では、安保理による制裁措置はどのように実施されるか。具体例を見てみよう。 
 安保理が現時点において実施している制裁のリストは国連ウェブサイトで見ること

ができる。上の方の“Sanctions”タブにカーソルを置いて出てくるリストのうち、直近に

採択されたのはマリに関するものなので、Mali Sanctions Committee をクリックする。左

側の Resolutions をクリックすると、関連する安保理決議の一覧が出てくる。内容をざ

っと見ると、基本となっているのが決議 2374(2017)であることがわかる。決議の文書記

号をクリックすると決議文が出てくる。決議文を見ると、対象となる人物につき、その

移動を制約する義務（パラ 1）およびその財産を凍結する義務（パラ 4）を国連加盟国が

負うことが「決定」17されていることがわかる。 

 
17 パラ 1、パラ 2 の動詞が decides であることに注目されたい。これは、この部分が国連憲章

25 条にいう“decision”であることを示す。俗に、「安保理決議は法的拘束力を持つ」と言われる

ことがあるが、厳密に言えば、国連憲章 25 条に基づき法的拘束力を持つのは安保理の「決議」

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-73/14
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
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 これを受けて、EU 理事会は、TEU 29 条に基づく決定 (CFSP) 2017/177518を採択し、

移動制限（1 条）と財産凍結（2 条）とを定めている。さらに、TFEU 215 条に基づく規則

2017/1770 を採択し、財産凍結につき詳細を定めている。これは TFEU 288 条の「規則」

であり、したがって構成国国内法秩序において直接適用される。なお、規則 2017/1770
は数次の改正を経ており、現行版はリンク先の “In force: This act has been changed. 
Current consolidated version: 04/04/2023”のをクリックすると見ることができる。なお、制

裁措置全般については、EU Sanctions Map に示されている。 
 このような措置と EU 法上の基本権との対立が議論されたのが【判例集 38】の Kadi
事件である。詳細については判例集を参照されたい。 
 
VI. CFSP への裁判所の関与 
 CFSP の枠内で執られる措置について裁判所が管轄権を持たないことは第 5 回講義で

述べた。ただし、TEU 24 条 1 項 2 段最終文および TFEU 275 条 2 段により、 
 TEU 40 条の遵守に関する審査（ある措置を CFSP の措置として執るべきか、それ以

外の措置として執るべきか、に関する審査） 

 自然人・法人に対する制限措置（制裁措置）に関する審査 
については管轄権を有することとされている。前者は「CFSP の措置」と言いさえすれ

ば裁判所の管轄権を排除できることになってしまわないようにするために必要であり、

後者は基本権保障のために必要である。 
 このうち、後者については、そのような訴訟は in accordance with the conditions laid down 
in the fourth paragraph of Article 263 でなされると 275 条 2 段に書かれているため、取消

訴訟しかできないように読める。ところが、裁判所は、EU が CFSP においても法治国

家（法の支配）原理に基づくこと（TEU 2 条・21 条（23 条により言及））、基本権憲章 47 条

が裁判を受ける権利を定めていることを指摘し、275 条 2 段に基づく裁判所の管轄権を

制限的に解釈することはできないとして、先決裁定手続においても管轄権を有すると判

断した 19。 
 さらに、この 2 つの例外に該当しない場合であっても、CFSP の枠内で執られる措置

について、非CFSP措置の際にも用いられる条項の違反を理由に訴えが提起される場合、

裁判所が管轄権を認めることが多い 20。 

 
ではなく「決定」である。たとえば、決議 2374(2017)のパラ 15 は、決議のこの部分が法的拘束

力を持たないことを示す。 

18 TFEU 288 条の「決定」でないことに注意。 

19 PJSC Rosneft [GC], C-72/15, 28 March 2017, ECLI:EU:C:2017:236, paras. 74-76. 西連寺隆行「先

決裁定手続を通じた CFSP 決定の適法性審査の可否」法律時報 90 巻 1 号（2018 年）131 頁。 

20 吉本文「共通外交安全保障政策（CFSP）に対する EU 司法裁判所（CJEU）の裁判管轄権拡

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2017/1775/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1770/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1770/oj
https://sanctionsmap.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0072
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 CFSP に関する条約（議会の承認は不要。TFEU 281 条 6 項柱書）について、議会に

情報提供する TFEU 281 条 10 項の違反 21 
 CFSP に基づく文民派遣（コソヴォ）の公用調達 22 
 CFSP に基づく警察派遣（ボスニア・ヘルツェゴヴィナ）における人事決定（TFEU 

270 条）23 
 CFSP に基づく EU 衛星センターにおける人事決定（TFEU 270 条）24 

このような裁判所の態度には条約解釈として不適切との批判も強いが、上記の理由で

「裁判所の管轄権を制限的に解釈することはできない」との裁判所の確固たる態度を見

ることができる。そして、2024 年の KS/KD 事件判決において、CFSP 関連措置につい

てどのような場合に裁判所の管轄権が及ぶかについて、ある程度の基準が示された。 
【事実関係】 

 CFSP の枠組みで設置された EULEX（EU 法の支配ミッション）に勤務していた職員が死

亡した事件について、遺族が EU による生命権（ヨーロッパ人権条約 2 条・EU 基本権憲章

2 条）や裁判を受ける権利（ヨーロッパ人権条約 13 条・EU 基本権憲章 47 条）の違反に基

づく損害賠償などを求めて提訴した。一般裁判所は、CFSP については管轄権なしとして却

下した（T-771/20）。 

【判旨】 

 

 

 
大」臼井陽一郎（編）『変わりゆく EU』（明石書店、2020 年）53 頁。 

21 European Parliament v. Council [GC], C-658/11, 24 June 2014, ECLI:EU:C:2014:2025. 

22 Elitaliana, C-439/13P, 12 November 2015, ECLI:EU:C:2015:753. 

23 H [GC], C-455/14P, 19 July 2016, ECLI:EU:C:2016:569. 

24 European Union Satellite Centre/KS, C-14/19P, 25 June 2020, ECLI:EU:C:2020:492. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62022CJ0029
https://www.eulex-kosovo.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62020TO0771(01)
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB07770558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62011CJ0658
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62013CJ0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0455
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0014
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 このような理由により、司法裁判所は一般裁判所に本件を差し戻した（主文 3 段）。 
 

以上 


